
◎商標法の一部を改正する法律 
（平成一七年六月一五日法律第五六号）   

一、提案理由（平成一七年四月一五日・衆議院経済産業委員会） 

○中川国務大臣 商標法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨

を御説明申し上げます。 

 この法律案は、産業競争力の強化と地域経済の活性化を図ることの必要性が増大して

いることなどから、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図るため、地域名と

商品名から成る商標の登録について所要の改正を行うものであります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一は、地域名と商品名から成る商標について、地域との密接な関連性を有する商品

に使用され、需要者の間に広く認識されている場合には、事業協同組合その他の組合に

よる地域団体商標の登録を可能とするものであります。 

 第二は、他人が地域団体商標について商標登録出願をする前からその商標の使用をし

ていた者に、継続してその商標を使用する権利を認めることとするものであります。 

 第三は、既に登録された地域団体商標について、登録要件に該当しないことを理由と

して異議を申し立てたり、無効の審判を請求したりすることを可能とします。また、登

録を受けた地域団体商標を権利者が不正に使用した場合に、その地域団体商標について、

だれでも登録の取り消しの審判の請求をすることができるようにします。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成一七年五月一二日） 

○河上覃雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地

域経済の活性化に資するため、地域の名称及び商品の普通名称のみから成る商標等につ

いて、地域団体商標としての登録を受けることを可能とする等の措置を講ずるものであ

ります。 

 本委員会においては、去る四月十五日中川経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し

た後、昨日質疑を終了いたしました。質疑終局後、採決を行った結果、本案は全会一致

をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年五月一一日） 

 政府は、産業競争力の強化と地域経済の活性化に資するため、本法施行に当たり、次

の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 地域団体商標制度の円滑な導入を期するため、商標権者である組合と組合に属して



いない事業者等との関係において、無用な混乱を引き起こすことのないよう、組合及

び事業者をはじめとする関係者に対して、本改正の趣旨及び内容の周知徹底を図るこ

と。 

二 地域団体商標に対する消費者からの信用を確保するため、地域団体商標に係る商品

と地域との関連性及び商品の品質等について、組合等が安全規制や表示規制に関する

法令を遵守しつつ当該商標を適正に使用するよう、関係省庁間の連携を密にするとと

もに、その運用に万全を期すること。 

三 本制度の導入に当たり、より迅速かつ的確な審査に資するため、審査官の資質の向

上及び人材育成をはじめとする審査体制の強化に努めること。 

四 本制度が地域ブランド化の取組みにおいて有効に機能するよう、広報活動等を通じ

た積極的な情報提供に努めること。また、地域ブランド化の取組みを促進するため、

地方公共団体や地域内の関係者への働きかけを強化するとともに、関係省庁において

も総合的な支援策を講ずること。 

五 本制度の実施に当たり、地域間の格差や地域の取組みに支障が生じないよう、地域

の団体、事業者からの相談へのきめ細かな対応を図るとともに、日本弁理士会の活動

と連携しつつ、弁理士制度の地方展開を促進するための適切な措置を講ずること。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成一七年六月八日） 

○佐藤昭郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地域ブランドの保護が産業競争力の強化と地域経済の活性化に寄与する

ことにかんがみ、地域名と商品名から成る商標を地域団体商標として登録することを認

めようとする等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、地域団体商標の登録要件、商品の品質確保に向けた取組、地

域ブランド化に対する支援策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によ

って御承知願います。 

 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し、事業者団体等の商品開発意欲を助長し、地域ブランド化の支

援策を求める附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年六月七日） 

 政府は、本法施行に当たり、地場産業の競争力強化及び地域経済の活性化に資するた

め、事業者団体等の商品開発意欲を助長し、地域ブランド化を促進するための支援策を

講ずべきである。 

  右決議する。 


